
トラブル予防の為の法律講座
個人事業主対象

万が一トラブルに会った時、法律を知っているか、身近で相談できる人がいるかで結果は大きく変わってきます。
個人事業主さんのよくある法的な落とし穴などを、事例を含め、弁護士の先生がお話します。

☆身近に相談できる弁護士がいない。
☆最近事業を始めた
☆法的知識が全くないので不安だ
☆副業などで事業をしている

２０１５年３月２４日（火曜日）19：00～21：00

【場　所】　名古屋市東区1丁目3番地41合　ネットプラザ泉ビル4F
　　　　　　　地下鉄桜通線「久屋大通駅」セントラルパーク１A出口から徒歩７分

【定員数】　１５名
【講　師】　愛知県弁護士会所属　桐井　弘司弁護士
【参加費】　無料
【お問い合わせ】　090-7433-6433　稲田

こんな人にオススメです


